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近畿運輸局自動車交通部旅客第一課

○ 人材確保の取組として、万博来場者輸送を担うバス運転士を対象とした合同就職説明会を開催。

〇 万博期間のみの有期雇用バス運転士に対する閉幕後の就職支援と、万博の「レガシー」として

近畿管内での継続的な就業を促すことを目的とし、近畿運輸局が主催者となり合同庁舎内で実施。

〇 第１回を８月29日（金）、第２回を９月22日（月）、第３回を10月27日（月）に実施。近畿2府4県から

合計で30程度のバス事業者がブースを設置し、のべ60名程度の運転士が参加して就職案内を受け

た。

〇 大阪労働局もブースを設置し、当日に求人・求職の対応を可能とするなど、関係機関とも連携。

『万博来場者輸送バスドライバー向け就職説明会』を実施

万博来場者輸送バスドライバー向けの合同就職説明会を開催

開 催概 要

実施日： 第１回 令和７年８月29日（金）

第２回 令和７年９月22日（月）

第３回 令和７年10月27日（月）

場 所： 大阪合同庁舎第４号館

主 催： 近畿運輸局

協 力： 大阪労働局、大阪府

近畿バス団体協議会
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【機密性２】ハイヤー事業者に対する指導について

訪日客を送迎する都市型ハイヤー事業者等が増加し、報道等で事業の名義貸しや成田・羽田空港における客
引きなどの違法行為が報じられている。
近畿運輸局管内では、都市型ハイヤー事業者等への新規許可申請の審査の過程で、従前から現地調査を行
い実態を把握・法令遵守を徹底するよう指導のうえで許可を行っており、名義貸しや客引きに関しての個別具体
的な情報は寄せられていないものの、関西国際空港内における、定められた乗り場以外での客待ち待機等の不適
切行為について、継続的に情報が寄せられている。
このような状況を踏まえ、全国で初めて都市型ハイヤー事業者等に対象を絞った事業者講習会を開催。
本省事務連絡「ハイヤー事業者に対する新規許可申請時における厳格な審査について」をふまえ、特に事業の名
義貸し・運行管理者の虚偽選任などの違法行為が無いよう、新規許可申請時における指導を強化している。

講習会
概要

・Microsoft Teamsによるオンライン開催 初回：令和7年11月26日（水）
・半年に１回程度、継続的に開催
・講習終了後、資料等は近畿運輸局HPに掲載

講習内容

・最近の法令改正等トピックス
・都市型ハイヤーの条件
・営業区域外、名義貸し
・運賃料金、車体表示
・関西国際空港等の乗り場ルール など

都市型ハイヤー事業者の法令違反等情報がある内容に特化

自動車交通部旅客第二課

（講習会チラシ）
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「トラックＧメン」の設置 および 監視体制の拡充

概要 業務フローのイメージ

荷主

トラック担当Ｇメン 倉庫担当Ｇメン
連携

「トラック・物流Gメン」
是正指導を強力に実施

倉庫業者トラック事業者

Ｇメン調査員

荷主の行為を
情報収集

業界団体

荷主の行為を
情報収集

＜トラックGメンの改組＞
・現行のトラックGメンについて、物流全体の適正化を図
る観点から、「トラック・物流Gメン」に改組し、 倉庫業
者からも情報収集

＜体制の拡充＞
現行162名に、
・国交省の物流担当職員（本省・各地方運輸局等）
から29名（※近畿運輸局３名）

・各都道府県のトラック協会が新たに設ける「Gメン調査
員」166名を追加し、総勢360名規模で対応

■令和５年７月 「物流革新に向けた政策パッケージ」に基づき、全国162名体制のトラックＧメンを設置

国土交通省
（本省、地方運輸局・支局）

トラックＧメン
※近畿運輸局管内１７名

トラック事業者

関係省庁
（中企庁、公取委、厚労省）

荷主
・

元請トラック事業者

荷主所管省庁
（経産省、農水省 等）

連携 連携

トラック法に基づく
是正措置

情報収集

■令和6年11月 「トラック・物流Gメン」に改組し、「Gメン調査員」とも連携し、総勢360名規模に体制を拡充



R7.3.17
近畿・中国局合同で
岡山・兵庫県２拠点同時
パトロールの実施。
地方局間での情報共有及
び管轄外の荷主企業等へ
の対応方法の調整で連携。

トラック・物流Gメンの業務（近畿運輸局）

トラック事業者へ電話を
かけ、荷主との間で困り
ごとがないか、その中で荷
主からの行為に違反原
因行為に該当するものが
ないかなど聴取。

荷主企業を訪問し、荷待ち状
況などを調査。
荷主としてトラック事業者に配
慮する必要性やトラックGメン
の活動や働きかけについて説
明。

トラック事業者へ訪問し、
荷主との関係や取引状
況、特に違反原因行
為に該当するものがあ
れば詳しく聞き取り。

訪問調査電話調査

トラック事業者への情報収集

荷主企業へのパトロール 他管轄の運輸局との連携

高速道路のSAやPA、
トラックステーション等
で、トラック運転者に
対して周知活動を実
施。時間があれば、
荷待ち状況などにつ
いてヒアリング。

トラック運転者への周知活動・ヒアリング



トラック・物流Ｇメンの最近の動き

≪ 近畿運輸局での取組 ≫■全国の働きかけ等の累計実施件数（R1.7～R7.9）

勧告 ： ４件（荷主2、元請1、その他1）

要請 ： １８８件（荷主100、元請82、その他6）

働きかけ：１,８００件（荷主1268、元請468、その他64）

⇒ 計１，９９２件の法的措置を実施

※速報値

要 請
改善計画の提出、改善状況の報告についても協力を依頼

勧告・公表
改善計画の提出、改善状況の報告についても協力を依頼

要請してもなお改善されない場合

さらに情報を得た場合

働きかけ
トラック事業者が法令順守できるよう理解を求める
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国土交通省近畿運輸局関西空港におけるハイヤー街頭監査結果

●近年、ハイヤー事業者の急増に伴い、羽田空港や成田空港での
「名義貸し」「違法な客引き」「違法駐車」などが複数のメディアに取り
上げられ、社会問題となっている。

●関西空港においてもハイヤーが一般車専用の駐車レーンで｢違法
な客引き行為｣｢違反駐車｣を行っており、一般車の利用阻害や車線阻
害により、交通の安全が損なわれている。

●これらの事業者は、輸送の安全の確保について安易に考え、点
呼・指導教育が適切に実施されていないことが想定されるため、街頭
監査を実施し、実態調査・啓発を行う。また、二種免許を保持しない者
を乗務させている悪質な事業者に対して、後日、臨店監査を実施する
ことを目的とする。

目 的 実施日時等

●監査実施結果
監査実施車両数：２２台
●指摘事項等
監査指摘車両数：１６台
●所見等
監査実施した運転者は全て二種免許を所持しており、
客引き行為も確認されなかった。
●違反内容
自動車に関する表示義務違反
（道路運送法９５条、同法施行規則６５条）
乗務員証の携行違反
（旅客自動車運送事業運輸規則３７条３項）
※１０月３日の関西テレビ、読売テレビ、毎日放送の夕方ニュース
で取り上げられた。

街頭監査の実施状況・結果等

●監査実施日時：令和７年１０月３日（金）1４：００～1５：３０
●監査実施場所：関西空港第一ターミナル一般車乗車レーン

関西空港ポートターミナル
●監査実施：近畿運輸局職員総勢２３名（管理職含む）
●大阪府警察本部及び関西空港警察署員６名
●街頭監査実施協力：関西エアポート株式会社

（警察官・監査官による街頭監査の状況）

自動車監査指導部



国土交通省近畿運輸局四条通等におけるハイヤー街頭監査結果概要

●近年、ハイヤー事業者の急増に伴い、羽田空港や成田空港での
「名義貸し」「違法な客引き」「違法駐車」などが複数のメディアに取り
上げられ、社会問題となっている。

●近畿管内の観光地周辺等においてもハイヤーの「違法駐車」が確
認されており、車線阻害により、交通の安全が損なわれている。

●これらの事業者は、輸送の安全の確保について安易に考え、点
呼・指導教育等が適切に実施されていないことが想定されるため、今
般、京都府警と合同で京都市内の観光地周辺においてハイヤーに対
する街頭監査を実施する。その結果、Ⅱ種免許の未取得や法令違反
（疑い）が確認された悪質な事業者に対して、後日、臨店監査を実施
し、遵法精神を植え付けることを目的とする。

目 的 実施日時等

●監査実施結果
監査実施車両数：９台
●指摘事項等
監査指摘車両数：５台
●所見
監査実施した運転者は全て二種免許を所持しており、
客引き行為も確認されなかった。
●違反内容（疑いもふくむ）
自動車に関する表示義務違反
乗務員証の携行違反
営業区域外運行（疑い）
点呼未実施（疑い）

※関西テレビは都市型ハイヤー街頭監査の件で特集を組むとのこと。

街頭監査の実施状況・結果等

●監査実施日時：令和７年１０月１０日（金）1４：００～１６：００
●監査実施場所：四条通周辺・高台寺・知恩院
●監査実施：近畿運輸局職員９名（管理職含む）
●京都府警及び東山警察署１７名

（警察官・監査官による街頭監査の状況）

４

自動車監査指導部



国土交通省近畿運輸局万博P&Rバス駐車場における貸切バス街頭監査の結果

●軽井沢スキーバス事故を受け、安全・安心な貸切バス

の運行を実現するための総合的な対策が立てられ、平

成２８年１１月に監査方針が改正された。

多数の観光客が集まる観光地において貸切バスの安

全対策の実施状況を確認するため、監査方針に基づく

街頭監査を実施し、運転者の健康状態、指示書の内容、

点呼や交替運転者の配置基準の遵守状況等、輸送の安

全確保の状況について確認する。

目 的 実施日時等

●監査実施結果
監査実施車両数：８３台
●指摘事項等
無し
●所見等
監査について、法令違反等は確認されなかった。
監査で確認した貸切バスの大半は、学校の遠足
利用であった。
他府県からの利用も多く、三重県内の高校につ
いて、全学年が社会見学で万博会場を訪問した
際、貸切バスを利用。

街頭監査の実施状況・結果等

●監査実施日時
令和７年６月２４日（火）10:00～12:00
●監査実施場所：舞洲Ｐ＆Ｒバス駐車場
（大阪府大阪市此花区北港緑地２丁目）
●監査総責任者：田辺自動車監査指導部長
●監査総括監督者：本田大阪運輸支局長
●監査実施者：自動車監査指導部

大阪運輸支局
京都運輸支局
奈良運輸支局
神戸運輸監理部兵庫陸運部

（万博Ｐ＆Ｒバス駐車場の状況）

（本田大阪運輸支局長 挨拶）

（監査官による街頭監査の状況）

計20名

自動車監査指導部



国土交通省近畿運輸局日本郵便（株） 不適切点呼

3

日本郵便(株)HPより

〇経緯
・近畿支社管内の郵便局において、法令で定められた点呼業務を実施しないまま配達業務を行った事案を
2025年 1月下旬に確認
・当該事案を受けて近畿支社管内の同規模の集配郵便局の点呼業務執行状況を確認したところ、調査期間中、
１回でも何らかの不備があった郵便局を複数確認
・近畿管内のみではなく全国に対し調査拡大、調査結果を受けて不備があった郵便局に対し立入検査を実施

○一般貨物自動車運送事業
令和7年5月 9日：一般貨物の立入検査を実施
以降5月末までに管内営業所に対し順次実施

令和7年6月25日：一般貨物の事業許可の取消
運行管理者資格者証の返納命令
輸送の安全確保命令

○貨物軽自動車運送事業
令和７年 6月～：順次各支局等において検査を実施

令和７年10月～：各支局等において行政処分



国土交通省近畿運輸局

延べ事業者数トラックタクシーバ ス
６年度
内訳

－－－－局

３２事業者－－１回 ３２事業者大阪

７４事業者３回 ７４事業者－－京都

１８事業者－－１回 １８事業者兵庫

１４事業者－－１回 １４事業者奈良

－－－－滋賀

－－－－和歌山

６回 １３８事業者３回 ７４事業者３回 ６４事業者計

１．安全プラン２０２５の施策の浸透・定着

令和６年度も、関係団体の協力のもと、集団指導講習会を６回開催（参加延べ１３８事業者）し、
「事業用自動車総合安全プラン２０２５」等に関して、周知・指導を行いました。

集団指導講習会の開催

４２６事業者２０回５年度

２４５事業者１５回４年度

１５３事業者６回３年度

4

自動車監査指導部



国土交通省近畿運輸局１．安全プラン２０２５の施策の浸透・定着

運輸安全マネジメント制度を通じた安全体質の強化（令和６年度取組実績）
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１．運輸安全マネジメント評価の実施状況
（１） 乗合バス事業者 １社 （本省１、近畿運輸局０）
（２） タクシー事業者 ０社 （本省０、近畿運輸局０）
（３） トラック事業者 １０社 （本省２、近畿運輸局８）
（４） 貸切バス事業者

一定規模（５０両以上）の事業者の通常評価 １社 （本省０、近畿運輸局１）
新規許可を受けた中小規模事業者向け（５０両未満） ７社 （本省０、近畿運輸局０、運輸支局等７）

〔運輸安全マネジメント評価における助言事項例〕
○事業者の自然災害対応への取組
• 「防災の基本方針」を策定し、例えば、防災教育や訓練の機会などを活用した周知等により、発災時に判断に迷う場面に遭遇した場合の拠
り所となり得るよう、全社員へ理解・浸透させること

• 平時からの実践的な訓練参加、他事例の学び等を踏まえ、経営トップは、年１回はマネジメントレビューの場を活用して、取組状況を確認
されるとともに、現行の施策や手順の見直し・改善のため、自然災害対応におけるＰＤＣＡサイクルを機能させること

○その他
【事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用】
• 事故情報の収集・活用について、原因分析にあたって、「なぜなぜ分析」「４Ｍ４Ｅ分析」等によって事故の背後にある要因を深堀りし、
その要因に対してそれぞれ対策を講じることで多角的に再発防止策を策定する等、事故分析手法についての仕組みを構築すること

【マネジメントレビューと継続的改善】
• 安全重点施策の進捗状況及び達成状況を振り返るとともに、自社が最も課題・リスクと認識している「軽微な事故もゼロ」及び「安全行動
の実施」についても取組を総括し、次年度の安全重点施策に反映させるなど、マネジメントレビューにおける取組を安全管理体制の計画に結
びつけられること

２．運輸安全マネジメント制度の普及・啓発に関する取組

事業者の安全管理体制の構築・改善及び災害対応力の向上を促進する観点から、運輸安全マネジメント制度の普及・啓発のための
セミナー・シンポジウムを開催

（１） 運輸安全マネジメントセミナー １２８名 （延べ）
（２） 運輸防災マネジメントセミナー＆運輸防災ワークショップ（上期） ８０名

（下期） １１２名

自動車監査指導部



国土交通省近畿運輸局２．法令違反事業者等に対するコンプライアンスの徹底

令和６年度自動車運送事業者に対する監査及び処分状況

6

１．監査等の実施状況 ２．監査の主な端緒別件数（呼出指導を除く）

※１ 平成20年度から実施している各府県の労働局との合同監査については、
令和6年度においても、貸切バス4件・トラック15件の計19件実施した。

※２ 管内の各所（大阪城公園、USJ、嵐山、ハーバーランド、法隆寺、琵琶
湖博物館、那智山等）にて27回、貸切バス車両を対象にした街頭監査を
実施した。
また、タクシーにあっては、大阪駅周辺にて１回実施した。

※2※1

合計
（監査・指導）

呼出
指導

監 査監査
種別

小計
街頭監査

(台数)

一般監査
特別
監査

（呼出）（臨店）
事業
種別

534 61 473317 65 ９１0 バ ス

147 39 1083 44 61 0 タクシー

571309 262 0 136 122 4 トラック

1,252409 843 320245 274 4 計

合計トラックタクシーバス端緒

221570死亡事故（第１当）

332832
悪質違反

（酒気帯び・無免許・救護義務違反等）

403622関係機関からの通報

191801労基通報

3300最高速度違反

０000駐停車違反

181521その他

3713420法令違反の疑い

11８03適正化機関からの情報

４２11利用者等からの情報

２２３316その他

5401巡回指導拒否

140131新規許可・事業規模拡大

9081長期監査未実施

2251224459フォローアップ

32003317街頭監査

138442470その他

843 262108473合 計

自動車監査指導部



国土交通省近畿運輸局２．法令違反事業者等に対するコンプライアンスの徹底

行政処分件数監査実績件数通報件数事業別

０００バ ス

０００タクシー

７１１１１トラック

７１１１１合 計

7

※上記以外に、
①運行管理者としての業務を誠実に実施せず、又は、その名義を使用させて
いた場合等に発令する運行管理者資格者証の返納命令を、トラック事業者そ
れぞれの運行管理者４名に対して行った。
②貸切バス事業者に対する監査・通報制度により、行政処分の結果、下限割
れ運賃等に旅行業者の関与が疑われる際に観光庁へ行う通報を１件行った。

３．行政処分等の実施状況 ４．行政処分等にかかる主な違反内容

５．飲酒運転（道交法に基づく通報）にかかる監査及び処分件数

●一つの処分等に関し、複数の違反内容があるため、処分等の件数と違
反内容の件数は一致しない。

警告

処分の内容処分等件数

事業種別

車両の使用停止事業停止許可取消処分延日車数

43１７00処分等件数
バ ス

－９３５0－処分延日車数

222１00処分等件数
タクシー

－６８１0－処分延日車数

28９２10処分等件数
トラック

－3,868－処分延日車数

9313010処分等件数
計

－5,484－処分延日車数

合計トラックタクシーバス違反内容

71 32 7 32 事業計画等

56 32 7 17 事業計画・掲示等

0 0 0 0 名義貸し

15 0 0 15 運送引受書

0 0 0 0 雇用関係

469 355 53 61 過労防止等

67 52 6 9 乗務時間等

35 28 4 3 健康管理

178 121 27 30 点呼

109 8511 13 乗務記録等

27 23 0 4 運行指示書

53 46 5 2 乗務員台帳

145 75 43 27 教育等

111 52 36 23 指導教育

34 23 7 4 適性診断

8 ８0 0 警察通報

1 １0 0 最高速度違反

７７0 0 駐停車違反等

0 0 0 0 過積載違反

32 23 5 4 運行管理者（届出・講習等）

77 47 13 17 点検等

50 31 7 12 点検整備関係

27 16 6 5 整備管理者（届出・研修）

5 １3 1 その他

807 541124 142 合 計

自動車監査指導部



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地域事業用自動車安全対策会議

近畿運輸局

「事業用自動車総合安全プラン２０２５」の
取組状況等について

資料３－５

近畿運輸局 自動車技術安全部技術課



令和６年度の街頭検査実施結果（近畿運輸局）

近畿運輸局では、道路運送車両の保安基準に不適合となる不正改造車の撲滅のため、

警察・自動車技術総合機構等と連携し、公道で街頭検査を実施しています。

特に6月を「不正改造車排除運動」強化月間として集中的に取り組んでいます。

令和6年度は不正改造車へ117件の整備命令を発令しました。

実施回数 427回

検査台数 19,579台

延べ出動員数 2,139名

整備命令発令件数 117台

無車検車発見台数 3台

整備不良 50件

不正改造 329件

主な不正改造 ：
騒音の増大を招くマフラーの装着
タイヤの車体外へのはみ出し
窓ガラスの着色フィルム貼付
不適合なランプの取付 等



ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

国土交通省 近畿運輸局 

 

                           

 

 

 

 

令和７年５月３０日 

 

 

不正改造は犯罪です。 
～６月は「不正改造車を排除する運動」の強化月間です～ 

 

近畿運輸局では、「不正改造車を排除する運動」の強化月間

として、６月１日（日）から３０日（月）の1ヶ月間、自動車

関係団体等と連携し、下記のとおり運動を展開します。 
 

記 

実施の目的 
・ 安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等

の環境悪化の要因となる不正改造車を排除するため、不正改造を認識していただき

不正改造を「しない」・「させない」社会環境を構築する。 

・ 違法であるとの認識のないままに不正改造を行うユーザーや、車検時には基準に

適合していても、車検後に不適合部品の取付けや装備義務のある部品を取外す不正

改造を行う施工事業者に、不正改造は犯罪になることを認識してもらう。 

 

よくある不正改造の事例 
気が付かず基準不適合となる改造があります。取付け・変更した自動車部品が不適

合とならないか注意してください。 

 

① タイヤ及びホイール等（回転部分）の車体外へのはみ出し 

② 不適切な灯火器及び回転灯の取り付け、装着義務のある灯火器の取り外し 

③ 騒音の増大を招くマフラーの切断・取り外し、基準不適合マフラーの装着 

④ 運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼付、装飾板の装着 

⑤ 速度抑制装置（スピードリミッター）の解除・取り外し 

⑥ 直前直左鏡（カメラ）及びモニターの取り外し 

⑦ 基準外ウイング・スポイラーの取り付け 

⑧ ダンプ車荷台のさし枠の取付け、 

 突入防止装置（リヤバンパー）の取り外し 

⑨ シートベルト警報装置を解除する用品の取付け 

⑩ 不正な二次架装 

 

                     （マフラーが取り外されているもの） 

問い合わせ先 
（所属）自動車技術安全部 
（担当）技術課 吉田 廣瀬 
（技術課） 06-6949-6452 



 

その他啓発活動等  
不正改造防止を目的としたポスターやチラシを、警察や公共交通機関等に配布し

本運動の啓発に努めます。また、国道や競艇場等の電光掲示板等による広報協力を

行い、不正改造車の排除を積極的にユーザー等に呼びかけます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談窓口の設置 
近畿運輸局及び各運輸支局等では不正改造に関する相談窓口を設置しています。

また、不正改造が疑われる車両情報には、使用者に対して自主点検を案内するハガ

キを送付し、不正改造に関する認識の向上と排除を推進します。 

  

  【相談窓口・連絡先一覧】       

 
近畿運輸局 HP不正改造車情報提供窓口（24 時間受付） 

https://www1.mlit.go.jp/cgi-bin-tb/form.cgi?form.template=kk_form_car.html 

自動車の基準に関する相談・不正改造情報窓口 

自動車技術安全部技術課       TEL ０６－６９４９－６４５２ 

  ディーゼル車の排気ガス(NOx・PM法)、黒煙に関する相談・情報受付  

自動車技術安全部保安・環境課    TEL ０６－６９４９－６４５４       
 

ナンバーを所管する運輸支局 

大阪運輸支局整備部門       TEL ０７２－８２２－４３７４ 

京都運輸支局整備部門       TEL ０７５－６８１－９７６４ 

奈良運輸支局整備部門       TEL ０７４３－５９－２１５３ 

滋賀運輸支局整備部門       TEL ０７７－５８５－７２５２ 

和歌山運輸支局整備部門      TEL ０７３－４２２－２１５３ 

兵庫陸運部整備部門        TEL ０７８－４５３－１１０３ 

 
配付先：青灯クラブ/近畿電鉄記者クラブ/陸運記者会 

不正改造車通報 

https://www1.mlit.go.jp/cgi-bin-tb/form.cgi?form.template=kk_form_car.html


Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地域事業用自動車安全対策会議

近畿運輸局

「事業用自動車総合安全プラン２０２５」の
取組状況等について

資料３－６

近畿運輸局 自動車技術安全部整備課
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       国土交通省  近畿運輸局  

令和７年８月２９日  

 

 

 
 

 
    

忘れない、いつもの暮らしにクルマの点検  

～  点検整備
．．．．

やらないと  ～  
 

9月･10月は「自動車点検整備推進運動」の強化月間です  

 
自動車は、使用期間や走行距離に応じて劣化や故障が生じます。不具合や

故障等のトラブルを未然に防ぎ、環境に優しいドライブを実現するためには、

自動車ユーザーひとりひとりの、点検・整備への意識向上が欠かせません。  

近畿運輸局では、特に９月・１０月を「自動車点検整備推進運動」の強化

月間として、自動車ユーザーへの啓発を重点的に行います。  

 

【近畿地区の取り組み】  

近畿運輸局各支局は、近畿地区自動車整備連絡協議会と協力し、道の駅

や観光地、大型ショッピングモールなどを「点検・整備推進Car」で巡り

ます。各地では自動車ユーザーへ啓発グッズ等を配布し、点検整備の重要

性を啓発することとしています。各府県の活動予定は別紙のとおりです。  

 

 
 

 

点検・整備推進Carの活動状況の様子は、X（旧Twitter）「近畿運輸局  

自動車整備」で随時お知らせします。  

Xアカウント：＠ kinki_unyukyoku 

 

※この他の取り組みは令和７年度自動車点検整備推進運動強化月間実施

細目のとおりです。  

 問い合わせ先  

（所属）  自動車技術安全部整備課  

（担当）  福永・河田  

（電話）  ０６－６９４９－６４５３  

 

てんけんくん  

)  

つなぎちゃん  

)  

昨年の点検・整備推進Carでの活動の様子 

配付先：青灯クラブ /陸運記者会  

 



令和７年度　点検整備推進Carによる啓発活動予定（①） （参考資料）

啓発活動は30分～1時間を予定しており、交通の状況により開始時間が変わる可能性があります。

近畿運輸局　出発式 R7.9.2

大阪市中央区大手前4丁目1番76号 (火)

道の駅「愛彩ランド」 R7.9.2

大阪府岸和田市岸の丘町3-6-18 (火)

岸和田サービスエリア（上り） R7.9.2

大阪府岸和田市内畑町2859 (火)

道の駅「舟屋の里伊根」 R7.9.27

京都府与謝郡伊根町字亀島459 (土)

道の駅　丹後王国「食のみやこ」 R7.9.27

京都府京丹後市弥栄町鳥取123 (土)

神戸情報文化ビル前 R7.9.30

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-5-7 (火)

道の駅「みき」 R7.9.30

兵庫県三木市福井2426 (火)

道の駅「丹波おばあちゃんの里」 R7.9.30

兵庫県丹波市春日町七日市７１０ (火)

宇陀市文化会館 R7.9.6

奈良県宇陀市大宇陀拾生871 (土)

道の駅「クロスウェイなかまち」 R7.9.17

奈良県奈良市中町4694-1 (水)

道の駅「吉野路大淀ｉセンター」 R7.9.17

奈良県吉野郡大淀町芦原536-1 (水)

道の駅「竜王かがみの里」 R7.9.19

滋賀県蒲生郡竜王町大字鏡1231-2 (金)

道の駅「湖北みずどりステーション」 R7.9.19

滋賀県長浜市湖北町今西1731-1 (金)

高島市農業公園マキノピックランド R7.9.19

滋賀県高島市マキノ町寺久保835-1 (金)

道の駅「藤樹の里あどがわ」 R7.9.19

滋賀県高島市安曇川町青柳1162-1 (金)

道の駅「びわ湖大橋米プラザ」 R7.9.19

滋賀県大津市今堅田3-1-1 (金)

道の駅「すさみ」 R7.9.4

和歌山県西牟婁郡すさみ町江住808-1 (木)

道の駅「白崎海洋公園」 R7.9.4

和歌山県日高郡由良町大引960-1 (木)

道の駅「海南サクアス」 R7.9.4

和歌山県海南市下津町小南51-1 (木)

大

阪

府

① 11:10～

② 13:30～

③ 14:45～

兵

庫

県

① 9:30～ 神戸ハーバーランド前

② 11:30～

京

都

府

① 10:30～

② 13:30～

10:00～

③ 14:00～

③ 13:00～

和

歌

山

県

① 10:40～

②

奈

良

県

① 13:00～

②

滋

賀

県

① 9:30～

② 11:10～

③ 13:25～

④ 14:20～

⑤ 15:30～

13:40～

③ 15:20～



令和７年度　点検整備推進Carによる啓発活動予定（②） （参考資料）

啓発活動は30分～1時間を予定しており、交通の状況により開始時間が変わる可能性があります。

光明池運転免許試験場 R7.10.15

大阪府和泉市伏屋町5丁目13-1 (水)

道の駅「奥河内くろまろの郷」 R7.10.15

大阪府河内長野市高向1218ｰ1 (水)

道の駅「お茶の京都みなみやましろ村」 R7.10.22

京都府相楽郡南山城村北大河原殿田１０２ (水)

神戸情報文化ビル前 R7.10.1

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-5-7 (水)

道の駅「みき」 R7.10.1

兵庫県三木市福井2426 (水)

道の駅「東浦バスターミナル」 R7.10.1

兵庫県淡路市浦648 (水)

イオンモール　橿原 調整中

奈良県橿原市曲川町7丁目20‐1

道の駅「クロスウェイなかまち」 調整中

奈良県奈良市中町4694-1

木材振興センター　あるぼーる R7.10.26

奈良県桜井市粟殿355 (日)

道の駅「竜王かがみの里」 R7.10.16

滋賀県蒲生郡竜王町大字鏡1231-2 (木)

道の駅「湖北みずどりステーション」 R7.10.16

滋賀県長浜市湖北町今西1731-1 (木)

高島市農業公園マキノピックランド R7.10.16

滋賀県高島市マキノ町寺久保835-1 (木)

道の駅「藤樹の里あどがわ」 R7.10.16

滋賀県高島市安曇川町青柳1162-1 (木)

道の駅「びわ湖大橋米プラザ」 R7.10.16

滋賀県大津市今堅田3-1-1 (木)

道の駅「かつらぎ西（上り）」 R7.9.24

和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東1271番地28 (水)

道の駅「柿の郷くどやま」 R7.9.24

和歌山県伊都郡九度山町入郷5番5 (水)

道の駅「くしがきの里」 R7.9.24

和歌山県伊都郡かつらぎ町滝53-1 (水)

道の駅「根来さくらの里」 R7.9.24

和歌山県岩出市押川37-1 (水)
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府
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県
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③ 14:00～

② 11:10～
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①
10:00～

12:00

②
11:00～

15:00

③
10:00～

15:00

④ 14:20～

③

③ 13:00～

④ 14:30～

② 10:50～和

歌

山

県

① 9:40～

滋

賀

県

① 9:30～

⑤ 15:30～

13:25～



点検整備
やらないと

忘
れ
な
い
、

い
つ
も
の
暮
ら
し
に

ク
ル
マ
の
点
検

自 動 車 点 検 整 備 推 進 運 動

安全と環境保全には、点検・整備が必要です

▶自動車の点検・整備のことが詳しくわかります
www.tenken-seibi.com

▶クルマの愛情点検チェックガイド

■推進：国土交通省　自動車点検整備推進協議会　■後援：内閣府　警察庁　環境省　■協力：独立行政法人自動車技術総合機構　軽自動車検査協会　独立行政法人自動車事故対策機構
一般社団法人  日本自動車整備振興会連合会
一般社団法人  日本自動車工業会
一般社団法人  日本自動車販売協会連合会
一般社団法人  全国軽自動車協会連合会
一般社団法人  日本中古自動車販売協会連合会
日本自動車輸入組合  
一般社団法人  日本自動車連盟（順不同）

一般社団法人  全国自家用自動車協会
公益社団法人  日本バス協会
公益社団法人  全日本トラック協会
一般社団法人  全国ハイヤー・タクシー連合会
一般社団法人  全国レンタカー協会
一般社団法人  日本自動車タイヤ協会

全国石油商業組合連合会
一般財団法人  自動車検査登録情報協会
公益財団法人 日本自動車教育振興財団
一般社団法人  日本損害保険協会
全国共済農業協同組合連合会
全国労働者共済生活協同組合連合会

一般社団法人  日本自動車部品工業会  
全日本自動車部品卸商協同組合
全国自動車電装品整備商工組合連合会
一般社団法人  自動車用品小売業協会
一般社団法人  電池工業会
全国ディーゼルポンプ振興会連合会

日本自動車車体整備協同組合連合会
一般社団法人 日本自動車車体工業会
全国タイヤ商工協同組合連合会
全国自動車部品販売店連合会
一般社団法人  日本自動車部品協会  
全国オートバイ協同組合連合会

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/tenken/t3/t3-1/

「自動車点検整備推進運動」に関する情報や各種チラシ等はこちら
※各地域の取組については、最寄りの運輸局にお問い合わせください

www.tenken-seibi.com/m/s/index.html



 
令和７年１０月１日 

                            物 流 ・ 自 動 車 局 
自 動 車 整 備 課 

冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします！ 

令和４年２月に設置された「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」にお

いて、大型車の車輪脱落事故事例について調査、分析を行い、同年 12 月に中間とりまとめを公

表しました。調査結果から、事故車両の多くにタイヤ脱着作業時のワッシャ付きホイール・ナ

ットの点検、さび取り清掃や各部位への潤滑剤の塗布、さらにはホイール・ナットが円滑に回

るかの確認が不十分である等、適切なタイヤ脱着作業やタイヤ脱着作業後の増し締めが実施さ

れていないなどの問題点が確認されており、昨年度においても引き続き同様の事例が確認され

ています。 

こうした状況を踏まえ、令和７年 10 月から令和８年２月にかけて「大型車の車輪脱落事故防

止キャンペーン」を実施します。 

 

【主な取り組み】 

 適切なタイヤ脱着作業や保守管理の徹底を周知 

 不適切な脱着作業を防ぐため、余裕を持って正

しい脱着作業を行えるよう、冬用タイヤ交換作

業の平準化を推進 

 車輪脱落予兆検知装置について普及促進（国か 

  らの補助を最大５万円受けることができます。） 

 以上３点について、降雪地域だけでなく、全国 

に周知啓発活動を展開 

 

＜添付資料＞ 

別紙１：車輪脱落事故発生状況 

別紙２：大型車の車輪脱落事故防止のための啓発チラシ 

別紙３：ホイールボルト、ナットやディスクホイール、ハブの錆に注意！ 

    啓発チラシ 

別紙４：車輪脱着予兆検知装置のご案内チラシ 

大型車の冬用タイヤへの交換時期に車輪の脱落事故が増加する傾向を踏ま

え、タイヤ脱着時の確実な作業及び保守管理の徹底を呼びかける「大型車の車

輪脱落事故防止キャンペーン」を実施します。 

<問い合わせ先> 

物流・自動車局自動車整備課 松井、坂本 

代表:03-5253-8111（内線：42413） 

直通:03-5253-8599 

車輪脱着作業から車輪脱落事故までの期間別

発生件数（令和６年度） 
（件） 

車輪脱着作業後1ヶ月以内に 

約45％（54件）発生 
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車輪脱落事故発生状況 別紙１

1

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

※ 車両総重量8トン以上の自動車又は乗車定員30人以上の自動車であって、車輪を取り付けるホイール・ボルトの折損
又はホイール・ナットの脱落により車輪が自動車から脱落した事故

（年度）

n=120
120件のうち、12月～２月に56％（67件）発生と冬期に集中

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

• 事故件数は増加傾向であったが、令和６年度は120件
発生、令和５年度（142件）より22件減少した。

• 車輪脱落事故に伴う人身事故は３件、内３名が重軽
傷を負った。



車輪脱落事故発生状況

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告 2

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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事故が発生したものが45％（54件）

（件）

n=120



車輪脱落事故発生状況

3

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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車歴別の車輪脱落事故の発生件数（令和２年度～令和６年度）

初度登録年から４年経過以降に多く発生

定期点検整備

10%

臨時整備

2%

タイヤ交換等

83%

不明

5%

タイヤ脱着作業内容別

令和６年度
１２０件

冬用タイヤなどタイヤ交換等が
大半を占める

左前輪

2%
右前輪

2%

左後輪

92%

右後輪

4%

令和６年度
１２０件

脱落した車輪位置

左後輪に集中する傾向は、
前年度と変化なし

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告



大型車ユーザー

52%

タイヤ専業店

27%

自動車整備事業者

13%

不明・その他

8%

タイヤ脱着作業実施者別

令和６年度
１２０件

車輪脱落事故発生状況

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

4

大型車ユーザー自らのタイヤ脱着作
業が大半を占める傾向は、前年度と
変化なし

※ 車両総重量8トン以上の自動車又は乗車定員30人以上の自動車であって、車輪を取り付けるホイール・ボルトの折損又はホ
イール・ナットの脱落により車輪が 自動車から脱落した事故

※ 各母数は調査できなかったものも含まれているため、各割合は●％以上と表示した
出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

➢ 各作業実施者に同種不備があり、潤滑剤塗布未実施（不適切）の割合が高い

作業実施者 大型車の使用者
（62件のうち）

タイヤ専業店
（33件のうち）

整備事業者
（16件のうち）

作業等不備割合
※１件に複数の
不備もあり

潤滑剤塗布未実施・
不適切
【50％以上】

潤滑剤塗布未実施・
不適切
【21.2％以上】

潤滑剤塗布未実施・
不適切
【18.7％以上】

トルクレンチ等不使用
【16.1％以上】

トルクレンチ等不使用
【9.0％以上】

トルクレンチ等不使用
【6.2％以上】

ホイール・ナット等清
掃未実施
【12.9％以上】

ホイール・ナット等清
掃未実施
【6.0％以上】

ホイール・ナット等清
掃未実施
【0％】

タイヤ脱着作業実施者別タイヤ脱着作業時における不備（令和６年度）



車輪脱落事故車両調査

5

➢ 令和６年度に発生した車輪脱落事故車両120台のうち98台に対して、

各部品に劣化・損傷状態や、タイヤ脱着作業の実施状況を確認する
事故車両調査を実施した。

➢ 事故車両調査の結果、

・ホイール・ナットとワッシャのすき間に潤滑剤の塗布が見られず、ホ
イール・ナットとワッシャがスムーズに回転しないものや、ワッシャが
固着しているもの

・ホイール・ボルトやナットに著しいさびがあるものや、ゴミ等の異物が
付着しているもの
・ディスク・ホイールやハブ等に著しいさびがあるもの
等、適切なタイヤ脱着作業が実施されていない車両が確認された。

事故車両調査により確認された各部品の劣化・損傷事例

潤滑剤が塗布されていない 締め付け不良・潤滑剤が塗
布されていない

ディスク・ホイールやハブの錆び

ディスク・ホイールの表面全体が
錆びている。

ホイール・ナットが滑らかに回
転せず、油分が付着していな
かった。

ホイール・ボルトのねじ部が
ディスク・ホイールとの干渉に
より損傷。また、油分が付着し
ていなかった。

ハブのディスク・ホイール当たり
面に錆が付着。















大型車の車輪脱落事故防止対策（令和6年度）

〇大型車の車輪脱落事故の発生件数は、近年増加傾向にあり、特に例年10月以降の
冬用タイヤ交換期において車輪脱落事故が多発している
〇そうした状況を鑑み、国土交通省は関係団体と連携し、大型車の車輪脱落事故防止
キャンペーン（令和６年10月～令和７年２月末日）を実施。

【実施結果】

関係団体及び大型車ディーラーの協力のもと、「彦根トラックステーション」、「大阪トラックステーション」、「針
トラックステーション」において、大型車（中型車含む）のトラックを対象にホイール・ナットの増し締め点検及
び啓発活動を実施。

緩みが見つ
かった台数

点検台数実施場所（実施日）

１台９台(滋賀)彦根トラックス
テーション （12/16）

１３台２６台大阪トラックステー
ション （1/24）

８台１８台(奈良)針トラックス
テーション （1/20）

近畿運輸局における取り組みについて

※ 緩みが見つかった車両は適切なトルク値で増し締めを実施



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地域事業用自動車安全対策会議

近畿運輸局

「事業用自動車総合安全プラン２０２５」の
取組状況等について

資料３－７

近畿運輸局 自動車技術安全部保安・環境課
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令和６年版近畿の事業用自動車等の交通事故の概況



点
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務

点
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外
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業
務

運行管理業務

の一元化

自動点呼

遠隔点呼

事業者を

跨いだ

同一

事業者内

業務後

業務前

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

実証実験

実証実験

実証実験

実証実験

先行実施

実証実験 本格運用

本格運用

本格運用

営業所・車庫に限定

営業所・車庫に限定

実証実験

被実施場所の拡大(待合所や宿泊地)

被実施場所の拡大(待合所や宿泊地)

先行実施

ＩＣＴの活用による運行管理業務の高度化のシナリオ

被集約営業所に選任されている運行管理者
の

集約営業所における選任可否についての検
討

令和８年度～

本格運用

制度改正

制度改正

被実施場所は同一事業者内と同じ

被実施場所は業務後自動点呼と同じ

本格運用

同一

事業者内

事業者を

跨いだ

運行中の運行指示の一元化の実証から始まり、
運行管理業務全体の一元化の実証を実施 実証実験

将来的な実施を見据え、
ニーズの調査等を実施

2



遠隔点呼の届出状況（近畿管内）

3

合計和歌山滋賀奈良兵庫京都大阪トラック（軽含む）
3910408264年度
17532774114835年度
283345571381216年度

36533412686511287年度（R7.10末まで

合計和歌山滋賀奈良兵庫京都大阪バス
72000144年度
2650131165年度
55704104306年度

161213187年度（R7.10末まで

合計和歌山滋賀奈良兵庫京都大阪タクシー
20000024年度
61121015年度
621121211356年度

120114247年度（R7.10末まで



自動点呼の届出状況（近畿管内）

4

合計和歌山滋賀奈良兵庫京都大阪トラック（軽含む）
00000004年度

11622422021475年度
236930957281036年度

46215683580552097年度（R7.10末まで

合計和歌山滋賀奈良兵庫京都大阪バス
00000004年度
24202100105年度
76104215456年度

3650054227年度（R7.10末まで

合計和歌山滋賀奈良兵庫京都大阪タクシー
00000004年度
60014015年度
31101110186年度

2120141137年度（R7.10末まで



遠隔点呼・自動点呼のパンフレット作成



事業用自動車運転者の健康管理に関する主な取組

○ 「乗務員等の健康状態の把握」「疾病等により安全な運転ができないおそれのある乗務員等の運行の業務禁止」
⇒ 雇い入れ時の健康診断及び定期健康診断実施の義務付け

従来からの法令上の義務

○ 「運行管理者による点呼時の確認」
⇒ 業務前点呼により、疾病等で安全な運転をすることができないおそれの有無等について確認

○ 『健康管理マニュアル』 （平成２２年７月策定 平成２６年４月改訂）
⇒ 健康状態の把握、就業上の措置の決定等について具体的方策を整理
⇒ SAS、脳血管疾患及び心臓疾患に関するスクリーニング検査を推奨

健康管理に関するマニュアルの策定・改訂

○ 『睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）対策マニュアル』
（平成１５年６月策定 平成１９年６月、平成２７年８月、令和７年７月一部見直し）
○ 『脳血管疾患対策ガイドライン』 （平成３０年２月策定）

○ 『心臓疾患・大血管疾患対策ガイドライン』 （令和元年７月策定）

○ 『自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル』 （令和４年３月策定）

スクリーニングモデル事業の実施
○ 『自動車運送事業者への脳健診普及に向けたモデル事業』の実施 （平成30年度～令和４年度）
○ 『眼科検診普及に向けたモデル事業』の実施 （令和３年度～） 6

○ 『自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル』 （令和６年３月策定） 各種マニュアルへのリンク



国土交通省では「自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル～ＳＡＳ対策の必要性と活用～」
（平成27年8月改定、以下「ＳＡＳマニュアル」。）を作成し、ＳＡＳスクリーニング検査の普及を促進すること
で、早期発見・早期治療がなされるよう努めてきたところ
より多くの自動車運送事業者にＳＡＳについてご理解いただくため、ポイントを絞った簡易版ＳＡＳマニュアルを
作成
あわせて、ＳＡＳマニュアルについて、時点の更新を行うとともに、記載内容の改善・追加や、ＳＡＳに起因する
と疑われる交通事故等事例の追加を実施

令和７年度ＳＡＳ対策マニュアル簡易版の作成について

【主な変更点】
• 「第１章 ４．SASと疾病との関連性」について、日常生活等への影響についても記載を追加するとともに相関性についてイラストを追加（P.3）
• 「参考１ ＢＭＩとＳＡＳスクリーニング結果の相関性」について、最新の情報に更新（P.4）
• SASに起因すると疑われる交通事故等事例を追加。また、「参考２」にＳＡＳが起因とされる事業用自動車の事故の報告についての通達改正に関する
情報を追加（P.5、巻末）

• 「参考３ 自覚症状とＳＡＳの関連性」について、最新の情報に更新（P.9）
• 「第２章 ４．専門医療機関のかかり方」について、CPAPの治療についての情報を追加するとともに、挿絵をよりわかりやすいものに変更（P.11～
P13）

ＳＡＳの基本知識、スクリーニング検査等について記載 ＳＡＳの疑いがある運転者への対応等について記載 7
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健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援について

○スクリーニング検査に対する補助制度を新設（令和７年度）

中小のバス・タクシー・トラック事業者
実施費用の１／２
ＳＡＳ、脳血管疾患、心疾患、視野障害のスクリーニング検査

→ 主要疾患を未病段階で発見し治療に繋げることで、健康起因による事故防止を図る。

【補助対象】
【 補 助 率 】
【対象検査】

被害者保護増進等事業費補助金HP

健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援申請受付ページ

https://hogo-zoushin.jp/download1_kenko.html

https://hogo-zoushin.jp/



事業用自動車事故調査委員会
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事業用自動車事故調査委員会
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貨物軽自動車運送事業に対する安全対策

貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務付け
〇 営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、以下２つの講習受講を義務付ける。

・貨物軽自動車安全管理者講習：貨物軽自動車安全管理者の選任にあたり受講
・貨物軽自動車安全管理者定期講習：２年ごとに受講

１

業務記録の作成・保存の義務付け
〇 業務の開始、終了及び休憩の日時等の業務の記録の作成及び１年間の保存を義務付ける。

２

特定の運転者への指導・監督及び適性診断の義務付け
〇 運転者として新たに雇い入れた者等特定の運転者への指導・監督及び適性診断の受診を義務付ける。

５

国土交通大臣への事故報告の義務付け
〇 死傷者を生じた事故等、一定規模以上の事故について、運輸支局を通じて国土交通大臣への報告を義務付ける。

４

事故記録の保存の義務付け
〇 事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策等の記録、及びこれらの記録の３年間の保存を義務付ける。

３

令和７年４月より、貨物軽自動車運送事業者に対する規制を開始

貨物軽自動車運送事業者における事故の増加を踏まえ、運送事業者、プラットフォーム運営事
業者等が一堂に会する「貨物軽自動車運送事業適正化協議会」を令和５年１月に設置し、貨物
軽自動車運送事業の輸送の安全確保に向けた意見交換を実施。
令和６年７月に第４回目の協議会を開催し、安全対策案を提示。

安全対策

スケジュール

11（既存事業者に対しては一部猶予期間あり）



整備管理者研修（選任後）オンライン研修の開催について
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